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所得基準

（扶養親族などの数＋１）×３５万円＋２２万円

７８万円＋扶養親族など控除額＋社会保険料控除額など

１１８万円＋扶養親族など控除額＋社会保険料控除額など

１５８万円＋扶養親族など控除額＋社会保険料控除額など

免除区分

全額免除

４分の３免除

半額免除

４分の１免除

一部免除

消 

費 

生 

活 

情 

報

申請により保険料を免除または納付猶予します。
免除・納付猶予を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間と障害年
金・遺族年金の保険料納付期間に算入されます（一部免除で未納の場合
を除く）。ただし、老齢基礎年金の受給額は、全額納めた場合と比べて
少なくなります。

【受付開始日】 7月1日㈬
【対象】 国民年金第1号被保険者（※）で、次に該当する方

※日本在住の20歳以上60歳未満の自営業、農業、学生、無職の方など

免除
令和元年の申請者本人・配偶者・世帯主の所得がいずれも以下の所得基
準の範囲内の方

納付猶予
令和元年の申請者本人・配偶者の所得がいずれも以下の所得基準の範囲
内で、申請者本人が50歳未満の方▲

（扶養親族などの数＋1）×35万円＋22万円

※学生および任意加入被保険者は対象外です。
※失業した方や災害を受けた方などは特例で認められる場合があります。

【承認期間】 令和2年7月～令和3年6月分

【申請について】
原則、毎年申請が必要です。令和元年度に全額免除か納付猶予の承認

を受けた方で、継続審査の承認通知が届いた方は申請の必要はありませ
ん。ただし、令和2年度の審査の結果、却下となる場合もあります。
令和元年度に失業など特例的事由で全額免除・納付猶予の承認を受け

ていた方や、一部免除が承認されていた方は、継続審査の対象ではない
ため、申請書の提出が必要です。

【申請に必要な物】
・基礎年金番号の分かる物（年金手帳など）、または個人番号の分かる物
（マイナンバー（個人番号）カードなど）
・身分証明書（運転免許証、パスポート、在留カード、健康保険証など）
・印鑑
▲
雇用保険の被保険者であった方が失業などによる申請を行う場合
上記に加え、雇用保険被保険者離職票の写し、または雇用保険受給資

格者証の写しが必要です。

震災、火災などで損害を受けた方や、雇用保険に入っていなかった方、
事業の廃止または休止の届け出を行っている方が失業などによる申請を
行う場合は、必要書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。

【保険料の追納】
免除・納付猶予を受けた期間が10年以内であれば後から納めることが

できます（一部免除で未納の場合を除く）。ただし、当時の保険料に加算
金が付き納付額が高くなる場合があります。詳しくは葛飾年金事務所へ
お問い合わせください。

【申請・問い合わせ】▲

葛飾年金事務所（立石3‐7‐3） �03‐3695‐2181▲

国保年金課（区役所3階315番） �03‐5654‐8214
※区民事務所では取り扱っておりません。
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①
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経済的に国民年金保険料の納付が困難な方へ

詳しくはお問い合わせください。

申し込み
・担当課

保育課
�０３‐５６５４‐８２６７

〒１２４‐８５５５
葛飾区役所
清掃事務所
（区役所敷地内）
�０３‐３６９３‐６１１３

選考日・
選考方法

７月７日㈫に書類選
考・面接。面接時
に市販の履歴書と
８４円切手を持参。

書類選考の上、面
接（面接日は後日
お知らせします）。

申込方法

７月６日㈪午後３時までに電話
で。

市販の履歴書と、指定の申
込書を７月６日㈪までに持参
か郵送。
申込書は、区ホームページ
から取り出せます。

報酬など

時給１，０５０円
期末手当・交通
費・有給休暇あ
り。

日額１０，０４５円
特殊勤務手当・
交通費あり。

勤務日時

月～金曜日のうち週３日・週１７時間
４５分勤務（ただし月曜日は勤務日
とする）

▽月曜日
午前８時３０分～午後５時１５分

▽火～金曜日
午前９時～午後３時

月４～８日
午前７時４０分～午後４時２５分

勤務期間

８月１日～令和
３年３月３１日
（再任可）

７月中～９月３０
日

対象

資格不問

１８歳以上の方
（高校生不可）

募集
人数

１人

若干名

職種・勤務内容

区立保育園
調理補助

保育園での給食調
理補助業務

ごみ収集作業員

葛飾区へ転入した方または葛飾区内で転居した方へ 新しい住所に住み始めてから14日以内に、住民登録（転入届・転居届）が必要です。
戸籍住民課（区役所2階217番）または区民事務所で手続きをしてください。 【担当課】 戸籍住民課 �03‐5654‐8192

【担当課】 国保年金課【担当課】 国保年金課
令令和和22年年度度のの免免除除・・納納付付猶猶予予申申請請をを受受けけ付付けけまますす

人人 材材 募募 集集

葛飾区総合アプリ　葛飾区総合アプリ　
右のQRコードからココシルをインストールし、葛飾区総合アプリを選択。

区の情報を
スマホで入手しよう！

（１０）
令和2年（2020年）6月25日 No.１８０６

葛飾区ホームページ http://www.city.katsushika.lg.jp


